
 

 

議案第６０号 

 

財産の取得について 

 

小学校教師用教科書及び指導書を購入するため、下記のとおり財産を取得することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び筑西市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年条例第４６号）第３条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

記 

 

１ 購 入 物 品  小学校教師用教科書及び指導書 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 取得予定価格  金２３，５０６，８２５円 

４ 相 手 方  筑西市岡芹２０６４番地 

株式会社マルシン 

代表取締役 髙 橋 雅 夫 

 

 

令和６年３月２５日提出 

筑西市長 須 藤   茂 

 



 

 

（参考資料） 

 

小学校教師用教科書及び指導書の購入概要 

 

 

 

１．件 名  小学校教師用教科書及び指導書の購入 

 

 

２．目 的  小学校教科書の採択替えに伴い、教師用教科書及び指導書を整

備するため 

 

 

３．納 入 場 所  市内小学校８校及び義務教育学校１校 

 

 

４．取得予定金額  金２３，５０６，８２５円 

 

 

５．相 手 方  筑西市岡芹２０６４番地 

          株式会社マルシン 

          代表取締役 髙 橋 雅 夫 

 

 

６．納 入 期 限  前期分：令和６年４月５日（金） 

後期分：令和６年８月３１日（土） 

 

 

７．購 入 内 容 

 

 

 

 教科書 指導書 

前期用 １，４５３冊 １，０１６冊 

後期用 ２６０冊 １９１冊 

計 １，７１３冊 １，２０７冊 


